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平 成 20 年 9 月 3 0 日 

関係省庁海難防止連絡会議 

 

 

 

 

 

 

第2回関係省庁海難防止連絡会議結果概要について 

～重点対象事項を「漁船の安全対策の推進」と決定！！～ 

 

１．日 時 

平成２０年９月２９日（月）１４：００～１５：１０ 

 

２．場 所 

中央合同庁舎３号館 １１階 海上保安庁会議室 

 

３．メンバー 
総務省 
総合通信基盤局 電波部衛星移動通信課長 
農林水産省 
水産庁      漁政部企画課長、資源管理部遊漁・海面利用室長 
国土交通省 
大臣官房    運輸安全監理官 
海事局      安全・環境政策課長、安全・環境課企画調査室長、運航労務課長、 

安全基準課長、検査測度課長、海技課長 
港湾局      総務課危機管理室長 
海難審判庁   総務課長 
気象庁      総務部企画課長 
海上保安庁   警備救難部救難課長、交通部企画課長、安全課長 

 

４．議事概要 

関係機関が相互に連携して取り組むべき施策について議論が行われ、漁船の安全対策

が重要であるとの認識で一致し、今後、平成２２年までの重点対象事項を「漁船の安全対策

の推進」とし、漁船海難防止対策の推進と乗組員の安全確保についての対策をより一層連

携して、漁船海難の減少、漁船海難及び漁船からの海中転落による死者・行方不明者の減

少を目指すことを決定した。 

(1) 具体的な連携施策 

(ｲ) 海難防止対策の推進 

① 海難防止思想の普及啓発・安全意識の向上 

連絡先： 関係省庁海難防止連絡会議事務局 

海上保安庁交通部企画課企画調査室 

      主任企画調査官 土田 英幸（つちだ ひでゆき） 

電 話： 03-3591-6361（代表）内線 6202 
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・ 各講習会等実施時の連携 

（全国海難防止強調運動、全国漁船安全操業推進月間、船員労働安全衛生月間） 

・ 関係機関合同パトロールによる現場指導 

② 地域の特性に合った海難防止活動の展開 

・ 各種講習会における地域特有の気象現象、気象警報等の知識の普及 

③ 気象情報等の伝達体制の推進 

・ 沿岸域情報提供システム（ＭＩＣＳ）のユーザー拡大 

(ﾛ) 乗組員の安全確保 

① ライフジャケットの着用推進 

・ 漁業者のためのライフジャケット着用推進ガイドラインの普及啓発 

・ ホームページ等の媒体を活用したライフジャケット着用の啓発 

② 乗組員の災害防止 

・ 船員災害防止対策推進連絡会議等における関係機関の情報交換等の連携 

 

(2) 実施期間 

平成22年まで 

 

(3) 目標の設定 

漁船海難隻数を減少させるとともに、第八次交通基本計画の目標（全船舶の死者・行方

不明者数220人以下）の達成に向け、漁船海難及び漁船からの海中転落による死者・行方

不明者を減少させる。 

 

５．その他 

「漁船海難の分析と安全対策」に係る資料について、海上保安庁ホームページに掲載して

おります。また印刷物を必要な方は、上記連絡先まで、問い合わせ願います。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


